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１ 趣旨                                     

 

高槻市では、日本の伝統文化である将棋のさらなる振興に向けて、公益社団法人

日本将棋連盟との包括連携協定に基づき各種取組を進めているところである。 

本業務は、令和６年度に予定している「高槻将棋まつり」やその他イベントを企

画・立案し、滞りなく開催することを通じて、全国から参加者を呼び込むことを目

的とする。 

 

２ 業務概要                                   

 

・業務名：令和６年度「将棋のまち高槻」イベント等発注業務 

・期間：契約締結日～令和７年３月３１日 

・提案金額の上限：２２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

・業務内容：別紙「仕様書」のとおり 

 

３ 業務実施事業者の選定方法等                          

 

３－１ 事業者の募集及び選定方法 

事業者の選定は「公募型プロポーザル方式」により行います。 

 

３－２ 審査方法 

  関係職員により構成する選定委員会において、資格審査、書類審査、ヒアリ

ングを通じ業務実施事業者を決定します。なお、公正を期すため、提案者を原則

匿名にして審査を実施します。また、提案者が１者の場合も、選定委員会による

ヒアリングを実施し、本業務を履行する能力を有するか審査を実施します。 

 

３－３ 審査基準 

① 事業者の業務実績（５点） 

② 業務の実施体制（５点） 

③ 企画提案の内容・効果（メインステージの取組）（１５点） 

④ 企画提案の内容・効果（メインステージ以外の取組）（３０点） 

⑤ 新規の企画提案の内容・効果（３０点） 

⑥ 業務の組み立て及びスケジュール（１０点） 

⑦ 業務に係る予算の妥当性（５点） 

 

４ 応募資格                                   

 

応募者は次に掲げる全てに該当しない者とします。 

・地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当する者 

・市の指名停止の措置を受けている者 
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・破産法に基づき破産手続開始の申立てがなされた者、会社更生法に基づき更

生手続開始の申立がなされた者、民事再生法に基づき再生手続開始の申立が

なされた者又はこれに類似する倒産手続の申立てがなされた者（ただし、会

社更生手続又は民事再生手続開始の決定を受けた後に審査を受けて入札参加

資格を有する者を除く。） 

・手形交換所による取引停止処分を受けている者 

・高槻市暴力団排除条例（平成２５年高槻市条例第３３号）第２条第１号に規

定する暴力団又は同条例第７条に規定する暴力団員等に該当する者 

・最近１年間の国税及び地方税を滞納している者  

・市長及び市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又は

これらに準ずべき者及び支配人の地位にある団体 

・令和６年４月１日現在において、引き続き２年以上営業を行っていない者 

 

５ 応募の手続き                                 

 

５－１ 募集等のスケジュール 

募集のスケジュールは以下の通りです。 

項 目 時期（いずれも令和６年） 

募集要項の公表 ４月１６日（火） 

応募者への業務説明会 ４月１６日（火）～２４日（水） 

質問の受付期間 
４月１６日（火）～２４日（水）午後

５時 

質問に対する回答 ５月２日（木）まで 

応募登録申込書・誓約書・添付

書類・企画提案書の締切 
５月１５日（水）午後５時まで 

書類審査の結果通知 ５月２２日（水）頃 

応募事業者ヒアリングの実施 
５月３１日（金） 

審査（選定委員会） 

事業者の決定 ６月７日（金） 

契約の締結 ６月中を予定 

 

５－１－１ 応募者への業務説明会 

・期間：令和６年４月１６日（火）～２４日（水） 

・形式：動画による視聴 

※本業務の内容を説明する動画を視聴希望の方は、上記期間内に会社名 

とメールアドレスを高槻市 街にぎわい部 将棋のまち推進課に電話

（０７２－６７４－７３９９）でご連絡ください。ご連絡のあった応

募者様のアドレスへ動画のＵＲＬを送付します。 
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５－１－２ 質問と回答 

本企画提案に係る質問については以下のとおりとします。 

 ・受付期限：４月２４日（水）午後５時まで（必着） 

・受付方法：必ず所定の様式（様式第３号）にて FAXもしくはＥメールで提出

してください。（様式第３号） 

 ※Ｅメールでの提出を希望される場合は、事前にご連絡ください。 

 ・回答方法：寄せられたすべての質問と、質問に対する回答を５月２日（木）

までに各社へ E メールにて回答します。なお、質問を行った企

業名は公表せず、また意見表明と解されるものには回答しない

場合があります。 

 

５－２ 提出書類 

提出書類は以下のとおりです。 

 名称 様式等 締切 

① 応募登録申込書 様式第１号 

 

５月１５日

（水）午後５時

まで 

② 誓約書 様式第２号 

③ 添付文書 

※入札参加資格者名

簿に登載されている

応募者は添付書類の

提出は不要 

ア 応募者の定款及び役員名簿 

イ 登記事項証明書（写し可） 

ウ 印鑑証明書（写し可） 

エ 応募者の直近３期分の決算書 

（貸借対照表、損益計算書等） 

オ 応募者の概要書（会社案内等） 

カ 納税証明書の写し 

※添付書類ア・エ・オの様式は自由 

④ 委任状 様式第１０号 

※契約に関する権限を委任する場合

のみ提出 

⑤ 企画提案書 様式第５～９号、企画提案部分・見積

書等については様式自由 

※作成に関しては下記参照 

上記締切までに下記方法で提出してください。 

 

５－２－１ 提出場所 

高槻市 街にぎわい部 将棋のまち推進課 

〒５６９－００６７ 大阪府高槻市桃園町２番１号  

担当：三宅、信澤 
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５－２－２ 提出方法 

持参または郵送 

（提出期限厳守、郵送の場合、配達証明が取れる方法で必着） 

 

５－３ 企画提案書の作成等 

 

５－３－１ 作成上の注意事項 

企画提案書は、提案者が有するノウハウや資源を最大限活用し、市が行う事

業を効果的・効率的に行う提案を求めるものです。なお、当該業務の具体的な

成果品の作成や提出を求めるものではありません。実施事業者決定後の具体的

な実施内容については、提案書の内容を反映しながら協議の上、契約時に決定

するものとします。 

 

５－３－２ 企画提案書の構成、書式等 

   別紙「仕様書」を参照のうえ、企画提案書（様式自由）を作成してくださ

い。原則として全てＡ４判の用紙を用い、片綴じ、片面横書きとし、通し番号

（ページ数）を付してください。 

なお、提案者名を匿名として審査を実施しますので、企画提案書には提案者

の名称を記載しないように注意してください。表紙の記載項目は件名（令和６

年度「将棋のまち高槻」イベント等発注業務)、提出の日付とします。また、見

積書の作成にあたっては、日本将棋連盟への問い合わせはお控えください。棋

士の出演料等の見積りについては、日本将棋連盟ホームページの料金表をご活

用ください。 

 

・企画提案書（様式第５号～第９号を含む。企画提案部分は様式自由）１０部 

・見積書（様式任意）１部 

・その他参考資料（補足資料、過去の業務における成果品等）１部 

 

以下の項目に関しては、別添の各様式（様式第５～第９号）を使用して作成し

てください。 

 

ア 主要業務・同種業務の実績について（様式第５号） 

本業務の実施にあたり、有用となると判断される提案者の主要業務・同

種業務の実績を、それぞれ最大５つまで挙げるとともに、貴社のアピール

ポイントについて記述してください。 

 

イ 本業務の実施体制について（様式第６号） 

提案者及び関係機関等を含めた業務実施体制を模式図にて示してくださ

い。提案者の社名については記載しないでください。（「弊社」等とする） 
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ウ  本業務の総括責任者及び担当者の主要業務実績等（様式第７号） 

総括責任者を明示するとともに、担当者の実務経験、主要業務実績等に

ついて記載してください。また、本業務の期間中における全勤務時間のう

ち本業務が占めるおおよその割合についても記述してください。 

 

エ  企画提案の概要（様式第８号） 

企画提案の概要を一枚で簡潔に記載してください。 

  

オ  実施スケジュール（様式第９号） 

おおよその実施スケジュールを記述ください。 

 

５－４ 書類審査の実施 

６社以上応募の場合、提出された企画提案をもとに書類審査を行い、最大５

社をヒアリング対象として選定します。 

書類審査を実施した場合は、令和６年５月２２日（水）までに選考結果をお

知らせし、書類審査を通過した事業者については、企画提案の内容に関するヒ

アリングの詳細をお送りします。 

 

５－５ ヒアリングの実施 

書類審査を通過した事業者については、企画提案の内容に関するヒアリングを

令和６年５月３１日（金）に実施しますので必ず参加をお願いします。 

時間、場所、持ち時間等の詳細は、事業者が確定後、別途通知します。 

 

５－６ 審査結果の発表 

６月７日（金）に文書にて結果を送付します。結果についての質問については、

お答えしません。 

 

５－７ 失格事項 

次の要件に該当した場合は、応募を無効とさせていただきます。 

・提出書類に虚偽の記載があった場合  

・募集要項に違反又は著しく逸脱した場合  

・提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合  

・選定の手続きにおいて不正な行為があったと市が認めた場合  

・応募資格を満たしていないことが判明した場合 

・応募者による業務遂行が困難であると判断される事実が判明した場合  

・その他不正行為があった場合 
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６ その他留意事項                              

                              

・ 応募書類のほかに、必要に応じて、追加資料の提出を依頼することがありま

す。 

・ 応募書類及び追加資料は、返却しません。 

・ 応募書類及び追加資料は、「高槻市情報公開条例」に基づき、公開することが

あります。 

・ 契約に当たっては、企画提案時に提出された見積書に記載の金額（税込み）に

て随意契約を行うものとします。 

・ 受付期間の終了後における応募書類及び追加書類の再提出又は差替えは、原則

として認めません。 

・ 応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

・ 応募書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、選定結果の公表など市が必

要と認める場合には、市は応募書類の内容を無償で使用できるものとします。 

・ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に

基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じ

た責任は、提案を行った応募者が負うものとします。 

・ 個人情報については、「個人情報保護法」に基づき、適正に管理します。な

お、目的外利用をすることは一切ありません。 

 

７ 問合せ先（担当窓口）                             

   

〒５６９－００６７ 大阪府高槻市桃園町２番１号 

高槻市 街にぎわい部 将棋のまち推進課 

担 当：三宅、信澤 

電 話：０７２－６７４－７３９９ 

ＦＡＸ：０７２－６７４－７７２１ 


